
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

一

○
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
暮
ら
し
や
す
い
福
島
県
づ
く
り
条
例
施
行

規
則

一

○
福
島
県
障
が
い
者
差
別
解
消
調
整
委
員
会
規
則

五

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

五

規

則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
暮
ら
し
や
す
い
福
島
県
づ
く

り
条
例
施
行
規
則
及
び
福
島
県
障
が
い
者
差
別
解
消
調
整
委
員
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
八
十
一
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
三
の
二
の
表
福
島
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
が
ん

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

保
健
福
祉

対
策
推
進
審

百
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
事
項
そ
の
他
が
ん
対
策

部
健
康
衛

議
会

の
推
進
に
関
す
る
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

生
総
室
健

康
増
進
課

又
は
地
域

医
療
課

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
規
則
第
八
十
二
号

福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
福
島
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
九
中
「及

び
第
２
種
低
層
住
居
専
用
地
域

」
を
「

第
２
種
低
層
住
居
専
用
地
域
及
び
田
園

、
住
居
地
域

」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
中
「並

び
に
老
人
福
祉
法

」
を
「

老
人
福
祉
法

」
に
改
め
、
「特

、
別
養
護
老
人
ホ

ム

」
の
次
に
「並

び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育

保
育
等
の
総
合
的
な
提

ー
、

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
18年

法
律
第
77号

）第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園

」
を
加
え
る
。

別
表
第
十
中
「準

住
居
地
域

」
の
次
に
「

田
園
住
居
地
域

」
を
加
え
、
同
表
備
考
中
「並

び
に
老

、
人
福
祉
法

」
を
「

老
人
福
祉
法

」
に
改
め
、
「特

別
養
護
老
人
ホ

ム

」
の
次
に
「並

び
に
就
学
前

、
ー

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
７
項
に
規
定

、
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
規
則
第
八
十
三
号

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
暮
ら
し
や
す
い
福
島
県
づ
く
り
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
暮
ら
し
や
す
い
福
島
県
づ
く
り
条
例
（
平

成
三
十
年
福
島
県
条
例
第
八
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
）

第
二
条

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
助
言
（
あ
っ
せ
ん
）
申
立
書
（
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

第
三
条

条
例
第
十
八
条
第
四
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
を
行
わ
な
い
旨
等
の
通
知
）

第
四
条

知
事
は
、
福
島
県
障
が
い
者
差
別
解
消
調
整
委
員
会
（
以
下
「
調
整
委
員
会
」
と
い
う
。
）
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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か
ら
、
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
を
行
わ
な
い
旨
の
報
告
を
受

け
た
と
き
は
、
第
二
条
の
申
立
書
を
提
出
し
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
に
対

し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
調
整
委
員
会
か
ら
、
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
が
終
了
し
、

又
は
あ
っ
せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
旨
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
申
立
人
及
び
障
が
い
を
理
由
と
す
る

差
別
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
対
象
事
案
の
当
事
者
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
表
の
方
法
等
）

第
五
条

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
知
事
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

一

勧
告
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

二

勧
告
の
内
容

三

公
表
の
原
因
と
な
る
事
実

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────
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（
障
が
い
福
祉
課
）

福
島
県
規
則
第
八
十
四
号

福
島
県
障
が
い
者
差
別
解
消
調
整
委
員
会
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
暮
ら
し
や
す
い
福
島
県
づ
く
り
条
例
（
平

成
三
十
年
福
島
県
条
例
第
八
十
五
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
県
障
が
い
者
差
別
解

消
調
整
委
員
会
（
以
下
「
調
整
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
委
員
長
）

第
二
条

調
整
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

２

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
調
整
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
委
員
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す

る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
三
条

調
整
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
新
た

に
組
織
さ
れ
た
調
整
委
員
会
の
最
初
に
開
催
さ
れ
る
会
議
は
、
知
事
が
招
集
す
る
。

２

委
員
長
は
、
調
整
委
員
会
の
会
議
の
議
長
と
な
る
。

３

調
整
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

調
整
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
専
門
委
員
会
）

第
四
条

調
整
委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
門
委
員
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
委
員
長
が
指
名
す
る
。

３

専
門
委
員
会
に
専
門
委
員
長
を
置
き
、
専
門
委
員
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

４

専
門
委
員
長
は
、
専
門
委
員
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

専
門
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
専
門
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
専
門
委
員
会
に
属
す

る
委
員
の
う
ち
か
ら
専
門
委
員
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６

調
整
委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
専
門
委
員
会
の
決
議
を
も
っ
て
調
整
委
員
会
の

決
議
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
専
門
委
員
会
に
準
用
す
る
。

（
庶
務
）

第
五
条

調
整
委
員
会
の
庶
務
は
、
保
健
福
祉
部
生
活
福
祉
総
室
障
が
い
福
祉
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
委
任
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
調
整
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長

が
調
整
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
に
開
催
さ
れ
る
調
整
委
員
会
の
会
議
は
、
第
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
招
集
す
る
。

（
障
が
い
福
祉
課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
五
号

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六

年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
そ
の
二
、
様
式
第
二
号
そ
の
二
及
び
様
式
第
三
号
そ
の
二
中
「福

島
県
知
事
選
挙

」
を

「

選
挙

（

選
挙
区

）
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「福

島
県
知
事
選
挙

」
を
「

選
挙

（

選
挙
区

）
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考

４
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴
枚
数

ア
福
島
県
議
会
議
員
選
挙
の
場
合

16,000枚
イ

福
島
県
知
事
選
挙
の
場
合

100,000枚

＋
15,000枚

×
（福

島
県
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の

数
－
１

）

た
だ
し

300,000枚
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は

300,000枚
。

、
、

様
式
第
七
号
そ
の
二
中
「福

島
県
知
事
選
挙

」
を
「

選
挙

（

選
挙
区

）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


